
51 8 (1 ) について
アメリカ合衆国の実情について、 甲第 2 8 号証及び甲第 3 4 号証に原告主張と同
旨の記載があることは認めるが、 その内容の正否については不知。
とりわけ、 甲第 3 4 号証については、 その元となったホームページにおいて、 現
在、 ｢中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、 あるいは議論中です。 その
ため、 偏った観点によって記事が構成されている可能性があります。 ｣ 旨の注意書
きが付されていることからも明らかなとおり、 記載内容の信用性については疑義が
あるといわざるを得ない (乙第 2号証) 。
また、 甲第 2 5号証 7 3 ページによれば、 申立人らが主張するデータベー ス ^ の
登録義務、 使用禁止周波数 ･ 使用禁止地域などの措置等については、 アクセス系、
すなわち屋外において利用する P L C に対しての規制であるとされている。 したが

って、 屋内で利用する本件 P L C と比較する こ とは失当である。

52 8 (2 ) について
ヨ ー ロ ッ パの実情について、 甲第 3 4 号証に原告主張と同旨の記載があることは
認めるが、 その内容の正否については不知。
甲第 3 4 号証については、 上記 51で述べたとおり、記載内容の信用性には疑義が
あるといわざるを得ない。
なお、 甲第 2 5 号証 (7 3 ページ以下)によれば、 欧州においては、 C I S P R 2
2 に準拠して策定された E N 規格に適合していれば、 E M C 指令に適･合していると
見なされる、 すなわち C I S P R 2 2 規格を満た していれば、 P L C を使用する こ
とができるとされている。

53 8 (3 ) について
不知。 申立人らの主張を根拠づける証拠を提出されたい。

54 9 について

争う。

55 第 6 に ･ついて

申立人らの主張する教示は行っていない。

第 3 本件P L C に関する型式指定の適法性について

1 はじめに

総務大臣が行っ た、 異議申立書第 2記載の型式指定①ないし⑫については、 いず
れも適法である。
本件 P L C は, 屋内に敷設された電力線を利用 して , 高速の情報伝送を可能にす
るもので , 導入の期待が高かったものである。 そこで、 本件P L C は従来より、 漏
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えい電界強度低減技術の開発者に限り実験目的での運用は認められており , 設置許
可処分が行われていたところ , 電波法施行規則等所要の規則の改正により , 運用者
及び目的を限定せずに運用する こ とができるよう&こなったものであり、 その改正の
経緯は、 後記4 で述べるとおりである。
すなわち、 こ の改正は , 本件 P L C の実験目的以外での一般的な導入を可能にし
たものであるところ、 本件P L C の通信状態における伝導妨害波の許容値は , 漏え
いする電波の強度が離隔距離において周囲雑音レベル程度以下となるよ捌こ設定さ
れたものであるから、 申立人らに重大な電波妨害が生ずるおそれはない。
2 電波法における電力線搬送通信に関する規定について
電波法 (昭和 2 5年法律第 1 3 1 号) は、 電力線搬送設備を、 高周波利用設備 (同
法第 1 0 0 条第 1項)の一つとして規定している。
高周波利用設備は、本来電波を空間に発射することを目的とするものではないが、
高周波電流を使用するため、 ともすると漏えいする電波が空間に輻射され、 その漏
えい電波が無線通信を妨害するおそれがあるものである。 かかる観点から、 電波法
は、 高周波利用設備を規制の対象と しており、 それを設置するに当たっては、 事前
の設置許可又は型式指定を必要と している。
他方、 電力線搬送通信に関し、 電波法第 1 0 0条第ユ項は、 電線路に十キロヘル
ツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備を設置しようとする者は、
当該設備につき、 総務大臣の許可を受けなければならない旨規定する一方で、 ケー
ブル搬送設備、 平衡三線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備について
は、 例外と して同条の許可を要しないこととしている。 これを受けて、 省令である
電波法施行規則 (昭和 2 5 年電波監理委員会規則第 1 4 号。 以下 ｢施行規則｣ とい
う。 ) 第4 4 条第 1項第 1号 (1 ) は、 定格電圧 1 0 0 ボルト又は 2 0 0 ボルト及
び定格周波数 5 0 .ヘルツ又は 6 0 ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するもの
であって、 その型式について総務大臣の指定を受けた電力線搬送通信設備について
は、 許可を要しないと規定し、 これを受けて、 同条 2 項 2 号は、 総務大臣が指定す
る際の区分のひとつとして、 屋内において 2メガヘルツから 3 0 メ ガ.ヘルツの周波
数の搬送波により通信を行う電力線搬送通信設備 (以下 ｢P L C 設備｣ という。 )
を規定している。
そして、 この P L C 設備の型式の指定を受けようとする者は、 申請書に接続図、
外観図、 搬送波の周波数、 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度
等を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならず (施行規則第4 6条第
1項第 5 号)、 総務大臣は、 P L C 設備の型式の指定の申請があっ た場合において、
その型式が施行規則第4 6条の 2 第 1項第 5 号に規定する搬送波の周波数の範囲、
伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度等の条件に適合していると

認めたときは、型式の指定を行うこととされている (施行規則第4 6 条の 2第 1項)。
3 電波法の要請と総務省令への委任に ･ついて

(1 ) 電波法第 1 0 0 条第 1項の許可の対象外となる P L C 設備の範囲について
ア 電波法における総務省令への委任
電波法第 1 0 0条第 1 項は、 許可の適用対象外とする通信設備と して、 ケープ



ル通信設備、 平衡二線式裸線搬送設備を規定していると こ ろ、 これら二者は、 当
該設備からの漏えい電波が弱く、 他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を

与える可能性が低いものと して例示されているものである。 したがって、 ｢その

他総務省令で定める通信設備｣ についても、 これらと同様、 その漏えい電波が弱
く、 他の無線設備の機能に継続的力ふつ重大な障害を与える可能性が低いものであ
る こ とが要請されているものと考えられる。 そ して、 そのような通信設備は多種
多様なものが想定されると こ ろであり、 また技術の進歩や時代の変遷により多様
に変化するものと考えられることから、 電波法第 1 0 0 条第 1項は、 許可の適用

対象外とする設備の範囲について、 行政の専門的な判断に委ね、 広く総務大臣に

委任している。
イ 総務省令における規定
上述の電波法の委任を受け、 施行規則第 4 4 条は、 電波法第 1 0 0 条第 1項の

許可の適用対象外とする通信設備を規定しており、 その型式について総務大臣の
指定を受けた電力線搬送通信設備等については、 許可を要しないとしている。
すなわち、 単に、 電波法第 1 0 0 条第 1項の規定する 『その他総務省令で定め
る通信設備｣ に該当するか否かの基準を規定し、 当該基準に該当すれば一律に無
制限の設置を許容するのではなく、 本件 P L C を含む一定の電力線搬送通信設備
については、 その型式について総務大臣の指定を受けたものに限り、 その設置に

許可を不要とする ことによって、 電波法が、 高周波利用設備を規制の対象にした
趣旨目的を逸脱することのないよう十分に配慮した規定となっている。
ウ 型式指定の技術的条件の内容
上記総務大臣の指定の基準については、 施行規則の他の条文に詳細に規定する
ことによって、 電波法第 1 0 0 条第 1項の規定する ｢その他総務省令で定める通
信設備｣ の意味内容をより具体化している

すなわち、 施行規則第 4 6条の 2 第 1 項第 5号は、 P L C 設備の型式指定に係
る技術的条件を規定しており、 総務大臣は、 申請のあった P L C 設備が当該条件
に適合しているものと認めたときは、 型式の指定を行うことと している。
(2 ) 施行規則の一部を改正する省令 (平成 1 8 年総務省令第 1 1 9号、 乙第 3 号
証)
P L C 設備を自由に利用 させる こ ととすると、 漏えいする電波が空間に輻射さ
れ、 無線通信を妨害するおそれカミある。 しかしながら、 設計上一定の条件を満た
すものについては、 当該設備から発する漏えい電波が一定以下に抑えられる こと
が見込まれ、 他の無線設備の機能に継続的かつ車大な障害を与える可能小生が低い
こ とから、 これを型式と して指定して許可を不要のものと しているものである。
総務大臣は、 上記省令改正 (以下、 ｢本件省令改正 ｣ という。 ) において、 型式
指定の対象の追加及び条件等について、 施行規則に次のとおり規定した。
(1) 同規則第4 4 条第 2項第 2 号において、 電力線搬送通信設備の型式指定の
区分に、 P L C 設備を追加した。
(2) 同規則第4 6条第 1項第 5 号において、 P L C 設備に係る型式指定の申請
書に記載する事項を追加 した。



(3) 同規則第4 6 条の 2 第 1項第 5 号において、 P L C 設備に係る型式の指定
の条件を追加するとともに、 測定法については総務大臣が別に告示すること

とした。
(4) 同規則第4 6条の 3 第 1項第 4 号において、 P L C 設備に係る指定の変更
の承認に係る事項を追加した。

(3 ) 施行規則の一部を改正する省令等で規定した型式指定の条件の妥当性
施行規則の一部を改正する省令等で規定した型式指定の条件は、 情報通信審議
会の一部答申 (乙第4 号証) に示された次の考え方に沿って定めたものであり、
広帯域電力線搬送通信設備から漏えしYする電波の強度が、 他の無線設備の機能に

継続的かつ重大な障害を与える可能性が低く なるように設定されているため、 そ
の条件は妥当であり、 中立 入らに重大な電波妨害が生 じるおそれはないというべ

きである。

なお、 型式指定の条件の妥当性の詳細につしvては、 追って主張する。
ア 対象設備
次の条件を満足する広帯域電力線搬送通信設備に適用する。
① 定格電圧 1 0 O V 又は 2 0 0 V 及び定格周波数 5 0 H z又は 6 0 H z の単
相交流を通じる電力線を信号伝送用に用いる広帯域電力線搬送通信設備で、
屋内でのみ使用するもの。 ただし、 受信のみを目的とするものを除く。
② 搬送波の周波数が、 2 M H z から 3 0 M H z までの範囲。
イ 電磁妨害波の許容値設定の基本方針
① 非通信時の許容値は,、 パソ コ ンなどの I T 機器の許容値と等しくする。
② 通信時における利用周波数帯 (2 M H z ~ 3 0 M H z ) の許容値は、 広帯
域電力線搬送通信設備から漏えいする電波の強度が離隔距離において周囲雑
音レベル程度以下となるように ･する。
⑧ 通信時の非利用周波数帯 (1 5 0 k H z ~ 2 M H z 、 3 0 M H z ~ 1 0 0
O M H z ) の許容値は、 パソ コ ンなどの I T 機器の許容値と等しくする。

ウ 電磁妨害波の測定法設定の基本方針
① 一般の電子機器と同様の測定法を適用する。 すなわち、 広帯域電力線搬送
通信設備のき ょ う体又は同装置が内蔵される電気 ･ 電子機器の寸法が波長よ

り十分小さくなる 3 0 M H z 以下では、 漏えい電磁妨害波の発生源は主とし
て屋内の電力線であり、 したが っ て、 これを流れる妨害波電流等をき ょう体

近傍で測定する。 これより高い周波数帯では、 電磁妨害波がき ょ う体及びそ
の近傍の電力線から直接放射されるため、 これを測定する。
② 通信時の測定では、 最大通信速度の状態で測定を行う。
(4 ) 本件省令改正後の施行規則は、 電波法の委任の範囲内にあり、 かつ、 その規
定は合理的であることについて

電波法第 1 0 1条において準用する同法第 8 2 条第 1項においては,、 同法第 1
0 0 条の許可が不要とされた高周波利用設備を運用していたと しても、 他の無線
設備の機能に継続的力}つ重大な障害を与えるときは、 その障害を除去するために

必要な措置を講じなければならないという規定を設け、 両設備の共存を図っ てい



る。 そもそも、 すべての状況で他の無線設備の機能に絶対に継続的かつ重大な障
害を与えることがないような型式指定の条件を策定しようとすると、 大部分の事
例に対しては過剰な規制となってしまい不合理な事態が生じ得ることとなる。
本件省令改正により規定した型式指定の条件についても、 右の考え方を踏襲し
ており、 P L C 設備と他の無線設備とが共存するための条件と して、 他の無線設
備の機能に継続的かつ重大な障害を与える可能性が低いと考えられる水準を許容
値として指定の条件を定めたものである。 具体的な条件については、 有識者によ
り構成される ｢高速電力線搬送通信に関する研究会｣ で議論した上で、 情報通信
審議会情報通信技術分科会にも諮問を行い、 意見公募を踏まえた上で慎重に定め
られたものである (乙第 4 号証、 乙第 5 号証、 第 6 号証及び第 7 号証) 。
さらに、 継続的かつ重大な障害を与えて しまった場合の措置としては既存の電
波法の規定 (同法第 1 0 1条において準用する同法第 8 2条第 1項) を適用する
こ ととしている。
そうすると、 本件省令改正後の施行規則は、 同法第 1 0 0 条第 1項に委任の範
囲内にあり、 かつ、 合理的な規定であると解される。
そ こ で、 以下、 本件省令改正等までの経緯及び同改正による本件 P L C の型式
の指定基準によると、 漏えいする電波の強度が周囲雑音レベル以下と考えられる
ことなどについて、 詳述する。
4 本件省令改正等までの経緯

(1 ) 政府全体の基本方針
政府の高度情報通信ネ ッ トワーク社会推進戦略本部 Q T 戦略本部) は、 平
成 1 3 年 3 月 2 9 日、 e - J a p a n 重点計画において、 ｢電力線搬送通信設
備に使用する周波数帯域の拡大 (2 M H z ~ 3 0 M H z を追加) について、 放
送その他の無線業務への影響について調査を行い、 その帯域の利用の可能性に
ついて検討し、 2 0 0 2 年度までに結論を得る。 ｣ と決定した (乙第 8 号証 1
4 ページ) 。
また、 同本部は、 平成 1 5 年 7月 2 日、 e - J a p a n 戦略□において、 ｢家
庭内の電力線の高速通信への活用は、 他の無線通信や既存の放送等に影響を与
える恐れがあるものの、 サー ビ ス提供基盤整備費用低減、 使いやすいシ ステム
の実現、 家庭内における高度な I T 活用 ･ 普及等に極めて効果が大きい。 従っ
て、 研究開発の推進やその結果の公開等を通じて実用上の問題がないことが確
保されたものについて活用 を推進する。 ｣ (乙第 9号証 1 2 ページ) 、 ｢高速
電力線ネ ッ トワークの利用に向けた研究開発を推進し、 他の無線通信や既存の

放送等に与える影響を、 実用上回避できることが確保されたものについて規制
緩和を行う。 ｣ (乙第 9号証 2 6ページ) 、 ｢宅内での無線と電力線のネッ ト
ワーク環境の実現が可能となるよう、 有効な微電力電波環境に関する先端的か

つ実証的な研究開発を推進する。 ｣ と決定した (乙第 9号証 2 8 ページ)。
同本部は、 さらに、 平成 1 5年 8月 8 日、 e - J a p a n 重点計画- 2 0 0
国こおいて、 ｢無線通信や放送等への影響について実用上の問題の有無をでき
るだけ早期に検証するため、 2 0 0 3 年度中に電力線搬送通信に係る線路や設



備等の条件について検討し、 その結果を踏まえ、 無線通信に影響を与えない方
法で漏洩電波低減技術に関する実験を実施できるよう措置する。 また、 実験結
果の公開や研究開発等を通じて実用上問題がないことが確保されたものについ
て、 活用方策を検討する｣ 旨決定 (乙第 1 0 号証 1 9 ~ 2 0ページ) 、 次いで
平成 1 6 年 6 月 1 5 日、 e - J a p a n 重点計画- 2 0 0 4 に平成 1 6年 1月
2 6 日付けの関係法令改正によ っ て電力線搬送通信設備に係る漏洩電波低減技
術に関する実験を実施できるように措置された ことを記載した上で (乙第 1 1
号証 資料編 ｢1 . これまでの主な成果｣ 2ページ) 、 ｢2 0 0 4 年度以降も
引き続き漏洩電波低減技術に関する実験の実施を促進する。 また、 実験結果の
公開や研究開発等を通じて実用上の問題がないことが確保されたものについ
て、 活用を推進する、 ｣ と決定した (乙第 1 1号証 6 2ページ) 。
そ して、 同本部は、 平成 1 7 年 2 月 2 4 日に決定した I T 政策パ ッケージ -
2 0 0 5 では、 ｢電力線搬送通信設備からの漏洩電波が無線通信や放送等.へ及
ぼす影響について、漏洩電波低減技術に関する実験の実施を促進するとともに、
実用上の問題の有無を 2 0 0 5 年中に明らかにできるよう、 関係者を交えた技
術的な検討を進める。 ｣ と し (乙第 1 2 号証 1 4 ぺ ･一ジ) 、 平成 1 8 年 1月 1
9 日に決定した I T 新改革戦略では、 ｢全国でブ ロー ドバンド ･ サービスを利
用可能とするために、 … P L C のような新たな電波利用シ ステム等の実現を図
る｣ とし (乙第 1 3 号証 3 0 ページ) 、 平成 1 8 年 7月 2 6 日に決定した重点
計画- 2 0 0 6 では、 『家庭内の電力線を用いた各部屋の コ ンセントからの高
速通信を実現するため、 高速電力線搬送通信設備に係る許容値および測定法に

関する情報通信審議会での審議を経て、 2 0 0 6 年度に電力線搬送通信に使用
する周波数を拡大( 2 M H z ~ 3 0 M H z の追加) するための技術基準の策定
等の制度整備を行う。 ｣ とした (乙第 1 4 号証 5 8 ページ) 。
(2 ) (社、) 日本経済団体連合会からの規制改革要望
(社) 日本経済団体連合会は、 平成 1 4 年 1 0月 1 5 日、 政府に対し、 2 0
0 2 年度日本経団連規制改革要望として、 ｢電力線搬送通信の高度化のための
環境整備｣ を提出した。 この中で、 ｢電力線搬送波高速通信を可能とするため
の有力な手段である。 欧米では、 既に実証実験や試験サービ スが実施されてお
り、 一部商用サー ビス を開始した国もあることから、 わが国産業の国際競争力
を維持 ･ 強化するためにも実証実験を継続し、 まずは電力線からの漏洩電波の
影響が少ないと考えられる宅内系の実用化を目指すべきである。 ｣ とした上で、
｢使用周波数の拡大によって、 当面、宅内系電力線搬送通信を可能とするため、
継続的に実証実験が行えるような環境を整備する。 ｣ 旨要望した。 (乙第 1 5
号証)
また、 同連合会は、 平成 1 6 年 1 1月 1 6 日、 政府に対し、 2 0 0 4 年度日
本経団連規制改革要望と して、 『2 M H z から 3 0 M H z の短波、帯を利用する
高速電力線搬送通信の商用化に向けた、 関係法令の早期改正｣ を提出した。 こ
の中で、 ｢経済社会活動の様々 な分野においで情報通信技術を最大限に活用 し、
わが国産業の競争力強化および国民生活の質的向上を実現するため、 さらなる
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改革を推進する必要がある。 具体的には、 …高速電力線搬送通信の商用化…な
どに取り組む必要がある。 ｣ 、 ｢家庭内の電力線の高速通信への活用は、 既存
のイ ンフラである屋内電線を利用することから、 新たな通信線を敷設する必要
がなく、 家庭内の各コ ンセ ントからのブ ロ ー ドバン ドアクセ スが可能となるな
ど、 国家的課題である国民への早期のブロ ー ドバンド普及に大きく貢献する こ
とが期待される。 また、 その利便性から、 高速電力線通信に対する国民の期待
も高ま っ てきている。 高速電力線通信は早期のブ ロー ドバン ド環境の実現や、
デジタルデバイ ドの解消にも大きく貢献可能であり、 実用化に向けての早期の
法整備は国民的課題である。 ｣ と した上で、 ｢2 M H z から 3 0 M H z までの
周波数帯を用いる高速電力線搬送通信の商用化を早期に認めるべきである。 ｣
旨要望した。 (乙第 1 6 号証)
さらに、 同連合会は、 平成 1 7 年 6 月 2 1 日、 政府に対し、 2 0 0 5年度日
本経団連規制改革要望と して、 ｢高速電力線搬送通信の早期実用化｣ を提出し
た。 この中で、 ｢政府の e - J a p a n 戦略の下、 世界最先端の r T 国家を目
指し、 高度な情報通信ネッ トワークの構築と広く I T の利活用の促進が図られ
るよう、 法制度面でのさらなる環境整備を進める必要がある。 そのためには、
広く経済社会への波及効果が見込まれる、 高速電力線搬送通信…など最先端技
術の早期実用化…を進める必要がある ｣ 、 ｢高速電力線搬送通信は容易にブ ロ
ー ドバンド環境を実現するものであり、 国家的課題である早期のブ ロ ー ドバン
ドの普及、 デジタルデバイ ドの解消に大きく貢献する ことが期待されており、
その早期実用化は国家的課題である。 ｣ と した上で、 ｢2 M H z ~ 3 0 M H z
の高周波数帯を用いる高速電力線搬送通信の実用化を早期に認めるべきであ
る。 J 旨要望した。 (乙第 1 7号証)
(3 ) 高速電力線搬送通信に関する研究会報告書 (乙第 5 号証)
総務大臣は, 平成 1 7年 1月 3 1 日から ｢高速電力線搬送通信に関する研究
会｣ を開催し , 漏えい電波低減技術の確認 , 無線利用との共存可能性 ･ 共存条
件の検討等を行った。 本研究会には , アマチ ュ ア無線の振興をその目的としア
マチュア無線愛好者により構成される社団法人日本アマチュア無線連盟からの
構成員も含まれていた (乙第 5号証の参- 6ページ) 。 こ の研究会は , 1 2 回
開催され (同 7 ページ) , その間には , 研究会の検討結果案である ｢高速電力
線搬送通信と無線通信の共存について (案) ｣ に対する意見公募を平成 1 7年
1 0 月 2 1 日から 1 1月 2 1 日までの間行い , 提出された意見を踏まえ , 同年
1 2月 2 2 日に ｢高速電力線搬送通信に関する研究会報告書｣ (乙第 5 号証)
を取りまとめた。 この報告書においては , ｢建築物内に敷設された電力線を利
用 して通信を行う電力線搬送通信を行うための機器 (P L C 機器) が発生する
コモ ンモー ド電流 (引用者注 ･ 伝導妨害波の電流に相当) は , 周波数 2 M H z
から 3 0 M H z までの範囲において , … 3 0 d B 影 A (準尖頭値) 以下である
こと ｣ とした (乙第 5 号証 6 0 ページ) 。 そして、 こ の ｢電流許容値は , 国際
規格C I S P R 2 2 に定められている許容値に等しく , …パー ソナルコ ンピュ
ータ等の情報技術装置から漏えいする妨害波と同程度に制限するもので , 十分
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妥当なものと考えられる ｣ と し、 ｢また , 上記の測定法は , …我が国の住宅の
電力線の特性を考慮して定めたものである ｣ ｣ としている (同ページ) 。
(4 ) 情報通信審議会の一部答申 (乙第 4 号証)
この研究会報告書を踏ま えた上で , 総務大臣の諮問機関である情報通信審議
会情報通信技術分科会 (昭和 6 3 年 9 月 2 6 日付け諮問第 3 号 ｢国際無線障害
特別委員会 (C I S P R ) の諸規格について｣ を受け , 無線障害の原因となる
各種機器からの不要電波 (妨害波) に関し , その許容値と測定法を審議してき
た組織) は , 平成 1 8 年 1月 2 3 日に ｢高速電力線搬送通信設備に係る許容値
及び測定法蹄こついても審議を開始することと した。 情報通信技術分科会では ,
下部委員会である C I S P R 委員会において , 同年 2 月 1 3 日から検討が行わ
れた。 C I S P R委員会及びP L C の技術的条件について検討を行った小委員
会である高速電力線搬送通信設備小委員会にも , 高速電力線搬送通信に関する
研究会同様 , 社団法人日本アマチュア無線連盟からの構成員も参加 (C I S P
R 委員会には , オブザーバと して参加。 ) しており , 同年 4月 1 8 日に開催さ
れた関係者からのピアリングの際にも , アマチ ュ ア無線局免許人 , 大学教授等
有識者が意見の聴取を受けている。 その後 , C I S P R 委員会は , 6月 5 日ま
で検討を行った上で報告を取りまとめ〆情報通信審議会に提出した。 これを受
けて , 情報通信審議会は , 6 月 2 9 日に ｢高速電力線搬送通信設備に係る許容
値及び測定法｣ について P L C 設備が満たすべき技術的条件等に関する一部答
申 (乙第 4 号証) を取りまとめた。
一部答申においては , ①非通信時の許容値は , パソ コ ンなどの I T 機器の許
容値と等しくする , ②通信時における利用周波数帯の許容値は , 高速電力線搬
送通信設備 (注 ･ 当時は , 本件 P L C を ｢高速電力線搬送通信設備｣ と称して
いた。 ) により漏えいする電波の強度が離隔距離において周囲雑音レベル程度
以下となるように ･する , ③通信時の非利用周波数帯の許容値は , パソ コ ンなど
の I T 機器の許容値と等しくする等許容値設定の基本方針及び具体的な P L
C 設備の電磁妨害波に関する許容値が示された。 その許容値により , 本件P L
C により ｢漏えいする電波の強度は , 間様々 な環境において周囲雑音 レベル以
下になると考えられる。 J とされた (乙第 4 号証参考資料 3 の 9 8 ページ) 。
なお , C I S P R 委員会の審議の結果, ｢高速電力線搬送通信に関する研究
会報告書｣ に記載されていた許容値案の見直しが必要な点については , 修正が
行われている (乙第4 号証 2 0 ページ) 。
(5 ) 総務大臣の省令改正案
総務大臣は, 情報通信審議会により示された P L C 設備の型式指定に係る技
術的条件を制度化するため , 電波法施行規則の一部を改正する省令案等を策定
した。
そ して、 この省令案 (本件省令改正)等については、 行政手続法第 3 9条第
1項の規定に基づく意見公募手続に付した。 すなわち、 本件省令改正等につい
ては、 本件省令案等の新旧対照表等により、 題名及び根拠法令条項を明示して

(同法第 3 9条第 2項) 、 平成 1 8 年 7月 1 2 日から同年 8 月 1 1 日までの間
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(同法第 3 9条第 3 項) 、 本件省令の改正案等及び関連資料を、 電子政府の総
合窓口の ｢パブリ ック コメ ント｣ 欄に掲載するとともに、 総務省における連絡
先窓口 において閲覧に供して意見公募を行った (同法第4 5 条第 1項 ･ 乙第 6
号証) 。 また、 総務省ホームページの ｢報道資料｣ 欄に掲載して、 周知に努め
た (同法第4 1条) 。
総務大臣は、提出された 4 4 件の意見を十分に考慮した上で (同法第 4 2条)、
この省令案については修正の必要無しと判断した。
総務大臣は、 以上の手続を行っ た上で本件省令改正等を行い、 同年 1 0 月 4
目、 本件改正省令等を公布した。 併せて、 同日、 題名、 公示の日及び提出意見
の概要に意見を考慮した結果を付して、 電子政府の総合窓口の ｢パブリ ック コ

メ ント｣ 欄に掲載して公示した (同法第4 3 条第 1項、 第 4 5条第 1項) 。 ま
た、 提出意見の全文については、 制定機関の事務所である総務省総合通信基盤
局電波環境課に備え付け、 閲覧に供した (同法第4 3 条第 2 項 ･ 乙第 7号証)。
総務大臣は, 意見公募の結果を踏まえ , 1 0 月 4 割こ省令を改正した (乙第
3 号証) 。

5 漏えいする電波の強度が周囲雑音レベル以下と考えられること

本件省令改正後の施行規則第4 6 条の 2 第 1項第 5号 (2)(‐)で規定する ｢通信状
態における伝導妨害波の電流｣ の許容値を採用 し、 屋内でのみ使用することで、 本
件 P L C により漏えいする電波の強度は , 様々 な環境において周囲雑音レベル以下
になると考えられる。
要するに、 本件P L C の導入を可能にするための本件省令改正等は , 高速電力線
搬送通信に関する研究会報告書を踏まえた情報通信審議会の一部答申において , 本
件 P L C により漏えいする電波の強度が , 様々 な環境において周囲雑音レベル以下
になると考えられる許容値を採用 したもので ,本件P L C により漏えいする電波の
強度は周囲雑音レベル以下となると考えられるものである。
したがって、 その内容は合理的であり、 本件P L C に対する型式指定によ っ ては ,
申立人らに重大な電波妨害が生ずるおそれはないと考えられる。
そのことは、 本件省令改正等は , 前記 4 (3 ) のとおり , アマチュア無線局免許
入らの意見も反映している ことからもうかがい知る ことができる。
6 本件 P L C に関する型式指定の適法性
本件P L C 型式指定にかかる高周波利用設備は、 電波法第 1 0 0 条第 1項第 1号
かっこ書きに規定する総務省令である施行規則第 4 4 条第 1項第 1号 (1 ) に規定
する設備であり、 電波法第 1 0 0 条第 1項に規定する総務大臣の設置許可は必要な
い。 また、 施行規則第4 4 条第 2項第 2 号に規定する広帯域電力線搬送通信設備で
ある。

本件型式指定の申請は、 電波法施行規則第4 6条第 2項の規定による平成 1 4 年
総務省告示第 5 4 4 号 (高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書
類の様式を定める件) において規定する様式に、 第 1項第 5 号に規定する各項目を
記載した申請書が申請者から提出された。 総務大臣は、 当該申請書に対し、 同規則
第 4 6 条の 2 第 1項第 5 号に規定する条件に適合していることの審査を行い、 適合



していると認め、 当該申請に係る設備の型式について指定を行った。 さらに、 同条
第 2 項に規定する申請者への通知及び告示を行った。
このように、 総務大臣は、 本件P L C については、 いずれも、 法令で定める手続
に則り、 法令に定める条件に適合していると認められたことから、 型式の指定を行
ったものであるから、 適法である。
なお、 この点については、 お っ て、 詳述する。
なお、 申立人らは、 上記の個別具体的な型式指定についての違法性、 不当性につ
いての主張をしていないが、 もしこの点についても主張すべきことがあれば、 早急
に主張されたい。
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